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南丹市告示第２３８号 

        平成１９年第４回（１２月）南丹市議会定例会を、次のとおり招集する。 

                平成１９年１１月２７日 

                                                                                                                 南丹市長 佐々木稔納 

記 

１．期  日  平成１９年１２月４日 

２．場  所  南丹市議会議場 

 

○○○○開会日開会日開会日開会日にににに応応応応招招招招したしたしたした議員議員議員議員    

    

仲   絹 枝     大  一 三     高 野 美 好 

森    次     川 勝 眞 一     末 武   徹 

橋 本 尊 文     中 川 幸 朗     小 中   昭 

川 勝 儀 昭     藤 井 日出夫     矢 野 康 弘 

森   嘉 三     仲 村   学     外 田   誠 

中 井 榮 樹      村 則 夫     井 尻   治 

村 田 憲 一     松 尾 武 治     八 木   眞 

谷   義 治     吉 田 繁 治     村 田 正 夫 

高 橋 芳 治 

 

○○○○応招応招応招応招しなかったしなかったしなかったしなかった議員議員議員議員    

                な  し 
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平成平成平成平成１９１９１９１９年第年第年第年第４４４４回回回回（（（（１２１２１２１２月月月月））））南丹市議南丹市議南丹市議南丹市議会会会会定例定例定例定例会会会会会議録会議録会議録会議録（（（（第第第第１１１１日日日日）））） 

                                      平成１９年１２月４日（火曜日） 

 

議事日程議事日程議事日程議事日程（（（（第第第第１１１１号号号号））））    

                      平成１９年１２月４日 午前１０時開議 

    日程第 1   会議録署名議員の指名 

 日程第 2   会期の決定について 

 日程第 3   議案第１０３号から議案第１１６号まで（提案理由説明） 

 日程第 4   議案第１１７号から議案第１２５号まで（提案理由説明） 

 日程第 5   平成１９年９月定例会への提出に係る議案第８８号から議案第９７号まで 

（委員長報告～表決） 

 

本日本日本日本日のののの会議会議会議会議にににに付付付付したしたしたした事件事件事件事件    

    日程第 1   会議録署名議員の指名 

 日程第 2   会期の決定について 

 日程第 3   議案第1 0 3号 地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法施行令の一 

部を改正する政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

の制定について              （市長提出） 

議案第1 0 4号 南丹市公の施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につ 

いて                   （市長提出） 

議案第1 0 5号 南丹市移動通信用施設条例の一部改正について（市長提出） 

議案第1 0 6号 南丹市職員の給与に関する条例の一部改正について 

（市長提出） 

議案第1 0 7号 南丹市社会体育施設条例の一部改正について （市長提出） 

議案第1 0 8号 南丹市国民健康保険条例の一部改正について （市長提出） 

議案第1 0 9号 南丹市美山上平屋火葬場条例の一部改正について 

（市長提出） 

議案第1 1 0号 南丹市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の 

一部改正について             （市長提出） 

議案第1 1 1号 南丹市デジタル防災行政無線施設整備工事（その１）請負契 

約の変更について             （市長提出） 

議案第1 1 2号 平成１９年度準用河川板野川総合流域防災事業に伴う山陰本 

線吉富駅構内山田川橋りょう改築その他工事の協定変更につ

いて                   （市長提出） 
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議案第1 1 3号 損害賠償額を定め和解することについて   （市長提出） 

議案第1 1 4号 南丹市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について 

（市長提出） 

議案第1 1 5号 南丹市道路路線の認定について       （市長提出） 

議案第1 1 6号 南丹市営土地改良事業の施行について    （市長提出） 

    日程第 4  議案第1 1 7号 平成１９年度南丹市一般会計補正予算（第３号） 

（市長提出） 

議案第1 1 8号 平成１９年度南丹市国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第３号）                （市長提出） 

議案第1 1 9号 平成１９年度南丹市老人保健事業特別会計補正予算 

（第１号）                （市長提出） 

議案第1 2 0号 平成１９年度南丹市介護保険事業特別会計補正予算 

（第２号）                （市長提出） 

議案第1 2 1号 平成１９年度南丹市市営バス運行事業特別会計補正予算 

（第１号）                （市長提出） 

議案第1 2 2号 平成１９年度南丹市簡易水道事業特別会計補正予算 

（第２号）                （市長提出） 

議案第1 2 3号 平成１９年度南丹市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

（市長提出） 

議案第1 2 4号 平成１９年度南丹市土地取得事業特別会計補正予算 

（第２号）                （市長提出） 

議案第1 2 5号 平成１９年度京都府南丹市上水道事業会計補正予算 

（第１号）                （市長提出） 

    日程第 5  議案第８８号 平成１８年度南丹市一般会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第８９号 平成１８年度南丹市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

認定について               （市長提出） 

議案第９０号 平成１８年度南丹市老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定 

について                 （市長提出） 

議案第９１号 平成１８年度南丹市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定 

について                 （市長提出） 

議案第９２号 平成１８年度南丹市市営バス運行事業特別会計歳入歳出決算 

認定について               （市長提出） 

議案第９３号 平成１８年度南丹市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定 

について                 （市長提出） 

議案第９４号 平成１８年度南丹市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に 



 - 4 -

ついて                  （市長提出） 

議案第９５号 平成１８年度南丹市商品券事業特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて                  （市長提出） 

議案第９６号 平成１８年度南丹市土地取得事業特別会計歳入歳出決算認定 

について                 （市長提出） 

議案第９７号 平成１８年度南丹市上水道事業会計決算認定について 

（市長提出） 

 

出席議員出席議員出席議員出席議員（（（（２５２５２５２５名名名名））））    

 1番 仲   絹 枝    2番 大  一 三     3番 高 野 美 好 

 4番 森    次    5番 川 勝 眞 一     6番 末 武   徹 

 7番 橋 本 尊 文    8番 中 川 幸 朗     9番 小 中   昭 

 11番 川 勝 儀 昭    12番 藤 井 日出夫    13番 矢 野 康 弘 

 14番 森   嘉 三    15番 仲 村   学    16番 外 田   誠 

 17番 中 井 榮 樹    18番  村 則 夫    19番 井 尻   治 

 20番 村 田 憲 一    21番 松 尾 武 治    22番 八 木   眞 

 23番 谷   義 治    24番 吉 田 繁 治    25番 村 田 正 夫 

 26番 高 橋 芳 治 

 

欠席議員欠席議員欠席議員欠席議員（（（（なしなしなしなし））））    

 

事務局出席職員職氏名事務局出席職員職氏名事務局出席職員職氏名事務局出席職員職氏名    

        事 務 局 長            勝 山 秀 良                    課 長 補 佐   森   雅 克 

  係 長   西 村 和 代     主 事   井 上 美由紀 

 

説明説明説明説明のためのためのためのため出席出席出席出席したしたしたした者者者者のののの職氏名職氏名職氏名職氏名    

市 長     佐々木 稔 納     副 市 長     仲 村   脩 

副 市 長     岸 上 吉 治     教 育 長     牧 野   修 

参 与     國 府 正 典     参 与     浅 野 敏 昭 

参 与     中 島 三 夫     総 務 部 長     塩 貝   悟 

企画管理部長     松 田 清 孝     市 民 部 長     草 木 太久実 

福 祉 部 長     永 塚 則 昭     農林商工部長     西 岡 克 己 

土木建築部長     山 内   明     上下水道部長     井 上 修 男 

教 育 次 長     東 野 裕 和     会 計 管 理 者     永 口 茂 治 
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午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時００００００００分開分開分開分開議議議議    

 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    皆さん、おはようございます。 

  ご参集、ご苦労に存じます。 

  ただいまの出席議員は２５名であります。 

  これより、平成１９年第４回南丹市議会１２月定例会を開会いたします。 

  定足数に達しておりますので、これよりただちに本日の会議を開きます。 

  日程に入るに先立って、ご報告をいたします。 

  監査委員から、地方自治法第２３５条の２第３項の規定に基づく、例月出納検査結果

報告が、また、同法第１９９条第９項の規定に基づく財政援助団体監査報告書がまいっ

ており、写しを手元に配布しておきましたので、お調べおき願います。 

  また、閉会中の議員派遣の報告をお手元に配布をしておきましたので、ご覧おき願い

ます。 

  また、本定例会における理事者出席要求につきましては、お手元配布の文書のとおり

要求しておきましたので、ご覧おき願います。 

  以上で、報告を終わります。 

 

日程第日程第日程第日程第１１１１    会議録署名議員会議録署名議員会議録署名議員会議録署名議員のののの指名指名指名指名    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） これより日程に入ります。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員は、１３番、矢野康弘議員、２４番、吉田繁治議員を指名いたします。 

 

日程第日程第日程第日程第２２２２    会期会期会期会期のののの決定決定決定決定についてについてについてについて    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 日程第２「会期の決定について」を議題といたします。 

        お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日より１２月２１日までの１８日間としたいと思いますが、ご

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） ご異議なしと認めて、さよう決します。 

 

日程第日程第日程第日程第３３３３    議案第議案第議案第議案第１０３１０３１０３１０３号号号号からからからから議案第議案第議案第議案第１１６１１６１１６１１６号号号号までまでまでまで    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 次に、日程第３「議案第１０３号から議案第１１６号まで」を

一括して議題といたします。 

        提案者から提案理由の説明を求めます。 

  佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納稔納稔納稔納君君君君）））） 皆さん、おはようございます。 
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  本日、ここに平成１９年１２月、南丹市議会定例会を招集させていただきましたとこ

ろ、議員の皆さま方には全員ご出席をいただき、厚く御礼を申し上げます。 

        それではただいま上程いただきました、議案第１０３号から議案第１１６号の議決を

求める件について、ご説明申し上げます。 

  まず、議案第１０３号、地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法施行令の一

部を改正する政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてであります

が、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例について、所要の規定の

整理を行う必要があることから、この条例案を提出するものであります。 

  次に、議案第１０４号、南丹市公の施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて、及び議案第１０５号、南丹市移動通信用施設条例の一部改正についてであります

が、南丹市移動通信用施設を美山地区で２基設置したことにより、関係条例を改正する

ものであります。 

  次に、議案第１０６号、南丹市職員の給与に関する条例の一部改正についてでありま

すが、本年８月の人事院勧告を受けて、１０月３０日に公務員の給与改定に関する取り

扱いについてが閣議決定されましたことに伴いまして、本条例を改正しようとするもの

であります。国家公務員につきましては、１１月２６日に勧告どおり一般職給与法が改

正され、地方公務員についても国家公務員に準ずることから、本市においても人事院勧

告に合わせた所要事項の改正を行うものであります。 

まず、俸給表の改正内容につきましては、中高齢層は据え置きとし、若年層を対象と

した行政職給料表１級から３級までのプラス改定を行っております。 

次に、扶養手当でありますが、扶養親族である子などに係る支給月額の現行６，００

０円を５００円引き上げ、６，５００円としております。 

以上の内容につきましては、平成１９年４月１日にさかのぼり実施させていただきた

いと考えております。 

次に、期末勤勉手当でございますが、勤勉手当の支給月数を年間で０．０５月引き上

げております。この内容につきましては、１２月期の支給から適用したいと考えており

ます。 

今回、ご提案させていただきました給与改定の内容につきましては、職員団体との協

議を経ておりますということを申し添えさせていただきます。 

  続いて、議案第１０７号、南丹市社会体育施設条例の一部改正についてでありますが、

南丹市社会体育施設の利用料金の均衡を図るため、施設の機能・利用状況から検証し、

妥当な金額に改める必要が生じていると判断したため、当該施設の利用時間及び利用料

金を改正しようとするものであります。 

  次に、議案第１０８号、南丹市国民健康保険条例の一部改正についてでありますが、

健康保険法の一部改正に伴い、平成２０年４月より施行される保険給付に関する事項を

改正するものであり、少子化対策の観点から３歳に達した翌月から義務教育就学前の被
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扶養者の自己負担割合を現行の３割から２割に改正しようとするものであります。 

  次に、議案第１０９号、南丹市美山上平屋火葬場条例の一部改正についてであります

が、当該施設の利用料金を船井郡衛生管理組合火葬場の設置及び使用料条例第５条にお

ける使用料と同額とし、南丹市域内における火葬場の使用条件を同条件としようとする

ものであります。 

  次に、議案第１１０号、南丹市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の

一部改正についてでありますが、本地域につきましては京都府南部地域の線引き見直し

において、区画整理事業を実施する区域を中心に吉富駅周辺地区として、本年１１月に

市街化調整区域より市街化区域へ都市計画の変更決定告示がなされた地域であります。

この市街化区域の編入に併せて、地区計画を定めることにより、良好な市街地形成と都

市機能の誘導を図るため、新たに吉富駅周辺地区地区計画を都市計画決定したところで

あります。今回、吉富駅周辺地区地区計画で定めております地区整備計画区域につきま

して、良好な環境で秩序あるまちづくりが確実に実現するよう、改正しようとするもの

であります。 

  次に、議案第１１１号、南丹市デジタル防災行政無線施設整備工事（その１）請負契

約の変更についてでありますが、平成１９年３月定例議会において議決をいただきまし

た当契約につきまして、各家庭や公共施設に設置いたします個別受信機の配布数の変更、

中継局局舎の構造変更及び反射板の規格変更等に伴い、契約金額２億８，６６５万円を

１，１６９万３，８５０円増額し、２億９，８３４万３，８５０円に契約額を変更する

とともに、中継局の建築許可申請手続き及び設置用地の地権者との調整により工事開始

時期が遅れたため、工期を平成２０年３月１３日から平成２０年３月２５日に変更する

こととし、議会の議決を求めるものであります。 

  次に、議案第１１２号、平成１９年度準用河川板野川総合流域防災事業に伴う山陰本

線吉富駅構内山田川橋りょう改築その他工事の協定変更についてでありますが、ＪＲ西

日本に委託しております工事費の確定に伴い、協定金額を２，６００万円減額し、４億

４，０００万円とするものであります。 

  次に、議案第１１３号、損害賠償額を定め和解することについてでありますが、美山

町が所有していた普通財産（木造茅葺平屋建住居）を平成１２年３月１０日締結の不動

産売買契約に基づき、美山ふるさと株式会社を仲介人とし処分した対象物件について、

平成１９年９月２５日、買主よりシロアリによる瑕疵があり契約の目的が達せられない

とする損害賠償請求がありました。つきましては、その額を定め和解を成立させたいの

で、地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により議決を求めるもので

あります。 

  次に、議案第１１４号、南丹市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定についてであり

ますが、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の改正により、

郵便局に特定の事務を取り扱わせる場合、日本郵政公社の民営化後は、地方公共団体が



 - 8 -

指定した郵便局において取り扱わせることとなったため、取り扱いを行う市内の郵便局

を指定しようとするものであります。 

  次に、議案第１１５号、南丹市道路路線の認定についてでありますが、本路線の城谷

口線は、株式会社虎屋京都工場の企業誘致の開発に伴うアクセス道路の整備として築造

を行い、すでに完了をしております。虎屋京都工場の操業に先駆けて認定を行おうとす

るものであります。 

  次に、議案第１１６号、南丹市営土地改良事業の施行についてでありますが、八木町

池ノ内地区において農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業により土地改良事業を

施行するため、土地改良法第９６条の２第２項の規定により議決を求めるものでありま

す。 

  以上、何とぞご審議賜り、議決をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 

日程第日程第日程第日程第４４４４    議案第議案第議案第議案第１１７１１７１１７１１７号号号号からからからから議案第議案第議案第議案第１２５１２５１２５１２５号号号号までまでまでまで    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 次に、日程第４「議案第１１７号から議案第１２５号まで」を

一括して議題といたします。 

        提案者から、提案理由の説明を求めます。 

  佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納稔納稔納稔納君君君君）））） ただいま上程いただきました議案第１１７号、南丹市一般会

計補正予算（第３号）から、議案第１２５号、南丹市上水道事業会計補正予算（第１

号）までの９議案につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。 

        今回の補正につきましては、人事院勧告や機構改革に伴う人件費の補正、事業費や補

助金の確定等に伴う精査などによる補正が主なものとなっております。 

  まず最初に、議案第１１７号、一般会計補正予算（第３号）につきましては、既決の

歳入歳出予算総額にそれぞれ５，０６３万９，０００円を追加し、歳入歳出予算総額を

２４０億９，４６４万４，０００円とするものであります。その内容につきまして、予

算に関する説明書に沿って、歳出よりご説明申し上げます。 

  最初に議会費の６１４万５，０００円の減額は、辞職されました議員に係る人件費の

減額等をいたしております。 

  次に、総務費につきましては、財産管理費の行政財産管理費で、小学校をはじめとす

る公共施設へのＡＥＤ（自動体外式除細動器）の導入や情報化推進費で移動通信用鉄塔

施設整備事業の減額、諸費で財政調整基金の積立などで１，５８６万２，０００円の追

加をいたしております。 

  民生費におきましては、社会福祉総務費の福祉医療費支給事業や重度心身障害老人健

康管理事業、すこやか子育て医療費助成事業の給付費の追加などや国民健康保険事業特

別会計への繰出金、高齢者福祉費の老人保健事業特別会計及び介護保険事業特別会計へ

の繰出金、児童福祉総務費では新規事業として、地域子育て支援事業で児童ショートス
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テイ委託料、児童福祉施設費で一部借地の城南保育所のグラウンド用地購入費など、合

わせて７，８８９万円の追加をいたしております。 

  衛生費におきましては、一般職員給与費の減額や診療所費の直営診療所管理運営費で

医薬材料費の追加などにより１，４３５万３，０００円の減額をいたしております。 

  農林水産業費につきましては、農地費の土地改良補助事業で、農道舗装の補助金の追

加や土地改良事業三俣川地区換地清算金、林業振興費の森林病害虫等駆除委託料など２，

５５９万３，０００円の追加をいたしております。 

  商工費につきましては、商工振興費の企業支援事業で株式会社虎屋の工場用地周囲の

作業道新設事業について、単年度施工から３ヵ年事業に変更したことなどにより、３，

６３５万６，０００円の減額をいたしております。 

  土木費につきましては、道路橋梁維持費で美山支所管内の除雪車２台の導入を計画い

たしておりましたが、補助事業の関係で１台となったため減額をいたしております。ま

た道路橋梁新設改良費及び公園費で事業の組み替えなどにより３，２３４万７，０００

円の減額をいたしております。 

  消防費につきましては、消防施設費で耐震性貯水槽の工事費が設置箇所の条件等によ

り、増額をいたしております。また、防災対策費で防災行政無線整備工事の事業費精査

による減額などにより、３２万円の追加をいたしております。 

  教育費につきましては、小学校教育振興費で就学援助事業の要保護及び準要保護援助

費の対象者増加に伴い追加をいたしております。また、文化財保護費で住民参加型まち

づくりファンド助成金を原資とした、かやぶきの里保存基金への積立金など２，０４３

万２，０００円を追加いたしております。 

  災害復旧費につきましては、林業施設災害復旧費で森林災害復旧補助金５８万４，０

００円を追加いたしております。 

  公債費につきましては、公的資金の補償金免除繰上償還の元金の新たな計上や前年度

からの繰越事業の関係で利子の減額をいたしており、１８４万１，０００円の減額をし

ております。 

  次に、これらの歳出を賄います歳入につきまして、主な財源のご説明を申し上げます。 

  市税で、固定資産税２，９３３万５，０００円、市たばこ税５，０００万円などで、

１億１，５２９万９，０００円を追加いたしております。 

  国庫支出金につきましては教育費国庫補助金で、殿田小学校改築に係ります安全・安

心な学校づくり交付金６，７４７万９，０００円などで７，３１７万６，０００円を追

加いたしております。 

  府支出金につきましては、国民健康保険基盤安定負担金１，１２２万３，０００円や

情報通信格差是正事業費補助金３，６４１万７，０００円の減額、みやま保育所改修事

業及びＡＥＤ導入経費に充当いたします京都府未来づくり交付金３，５００万円などで

１，１１５万５，０００円を追加いたしております。 



 - 10 - 

  財産収入につきましては土地建物売払収入で、平成台等の普通財産の売払収入などで

５，８８４万５，０００円を追加いたしております。 

  寄付金につきましては、美山ふるさと祭りでの売上金６万５，０００円をかやぶきの

里美山と交流する会から頂き、かやぶきの里保存基金に積立しようとするものでありま

す。 

  繰入金につきましては、株式会社虎屋への工場用地売却などに伴いまして、土地取得

事業特別会計繰入金４６９万円や財政調整基金繰入金４，２８０万５，０００円の減額、

減債基金繰入金２，１５４万１，０００円の減額などで、５，９６５万６，０００円を

減額いたしております。 

  諸収入につきましては、土地改良事業三俣川地区換地清算金２，０００万円、住民参

加まちづくりファンド助成金１，１００万円などで３，５８１万１，０００円を追加い

たしております。 

  市債につきましては児童福祉施設整備事業債で、財源の組み替えなどにより２，２９

０万円の減額、株式会社虎屋に係ります企業支援事業債５，８００万円の減額、殿田小

学校改築に係ります義務教育施設整備事業債６，３４０万円等の減額等で、１億７，８

７０万円を減額いたしております。 

  次に第２表、地方債補正につきましては、市債でご説明いたしました起債の補正に伴

うものであります。 

  以上が、一般会計補正予算（第３号）の主な内容であります。 

  次に、国民健康保険事業特別会計ほか６特別会計並びに上水道事業会計について、ご

説明を申し上げます。 

  議案第１１８号、国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につきましては、歳

入歳出それぞれ８，０４０万９，０００円を追加し、歳入歳出予算総額３７億８，３２

３万１，０００円とするものでございます。 

  歳出の主な内容といたしましては保険給付費で、一般被保険者療養給付費４，５００

万円の追加、諸支出金で過年度国庫支出金返還金１，２０９万円の追加などであります。 

  歳入につきましては国庫支出金で、療養給付費等負担金１，２３４万円、一般会計繰

入金と国民健康保険事業基金繰入金を合わせまして６，４９０万９，０００円を追加し

ております。 

  以上が、国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）の内容であります。 

  次に、議案第１１９号、老人保健事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、

歳入歳出それぞれ１億６１５万９，０００円を追加し、歳入歳出予算総額を４３億５２

５万９，０００円とするものでございます。 

  歳出の主な内容といたしましては、医療諸費の医療給付費８，６００万円の追加、医

療費支給費で１，５００万円の追加などであります。 

  歳入につきましては、支払基金交付金の医療費交付金で５，２５２万円の追加、国庫
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支出金の医療費負担金などで３，２３２万円を追加しております。 

  以上が老人保健事業特別会計補正予算（第１号）の主な内容であります。 

  次に、議案第１２０号、介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につきましては、

歳入歳出それぞれ７２８万３，０００円を追加し、歳入歳出予算総額を３０億３，５３

２万８，０００円とするものでございます。 

  主な内容といたしましては歳出で、人件費の補正に伴い一般管理費で７２８万３，０

００円の追加、保険給付費では介護サービス等諸費と介護予防サービス等諸費のそれぞ

れの項目で組み替えを行っております。 

  歳入につきましては、国庫支出金と府支出金の介護給付費負担金で組み替えを行って

おります。また、一般会計繰入金７２８万３，０００円の追加などを計上いたしており

ます。 

  以上が、介護保険事業特別会計補正予算（第２号）の内容であります。 

  次に、議案第１２１号、市営バス運行事業特別会計補正予算（第１号）につきまして

は、歳入歳出それぞれ３０万５，０００円を追加し、歳入歳出予算総額を５，１８０万

５，０００円とするものであります。 

  内容といたしましては歳出で、人件費の補正に伴い運行事業費で３０万５，０００円

を追加しております。 

  歳入につきましては、一般会計繰入金３０万５，０００円の追加を計上いたしており

ます。 

  以上が、市営バス運行事業特別会計補正予算（第１号）の内容であります。 

  次に、議案第１２２号、簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につきましては、

歳入歳出それぞれ９，５８９万８，０００円を追加し、歳入歳出予算総額を１１億３，

４１３万５，０００円とするものでございます。 

  主な内容といたしましては歳出で、総務費の施設管理費で２，１６０万１，０００円

の追加、事業推進費で１億７２万円の減額、公債費で繰上償還など１億６，３３２万円

の追加などの補正であります。 

  歳入につきましては、基金繰入金１億円の追加、諸収入で２，３１７万円の追加、市

債の簡易水道事業債で２，０２０万円の減額などを計上いたしております。 

  第２表、地方債補正では、借換債に係る６，７８０万円の追加及び事業債の減額に伴

い変更を行っております。 

  以上が、簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）の内容であります。 

  次に、議案第１２３号、下水道事業特別会計補正予算（第２号）につきましては、歳

入歳出それぞれ３，１５６万５，０００円を減額し、歳入歳出予算総額を３３億６，９

５４万４，０００円とするものであります。 

  主な補正内容といたしましては、歳出では総務費の特定環境保全公共下水道施設管理

費で８９５万５，０００円の減額、事業費の事業管理費で２，４８０万円の減額などを
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計上いたしております。 

  歳入につきましては、国庫支出金の流域関連公共下水道事業費補助金などで２，２０

０万円の追加、一般会計繰入金で１，８９３万７，０００円の減額、市債の下水道債で

３，４８０万円の減額などを計上いたしております。 

  第２表、地方債補正では、市債の変更に伴い限度額の変更を行っております。 

  以上が、下水道事業特別会計補正予算（第２号）の内容であります。 

  次に、議案第１２４号、土地取得事業特別会計補正予算（第２号）についてご説明を

申し上げます。 

  土地取得事業特別会計予算につきましては、株式会社虎屋の工場用地を南丹・京丹波

地区土地開発公社から買い戻し、それを虎屋に売却したものであり、それに伴い用地取

得費の減額と売却差金等を一般会計に繰り出しするもので、３，４００万円を減額し、

歳入歳出予算総額を６億４，１３０万円にしようとするものであります。 

  以上が、土地取得事業特別会計補正予算（第２号）の内容であります。 

  次に、議案第１２５号、平成１９年度南丹市上水道事業会計補正予算（第１号）につ

いてご説明申し上げます。 

  第３条、収益的収入で４６８万２，０００円の増額、第３条、収益的支出では９６２

万３，０００円の減額をしようとするもので、第３条の収入総額が４億４，０９１万９，

０００円、支出総額が４億４５０万３，０００円となり、差引きますと３，６４１万６，

０００円の収益となります。 

  次に第４条、資本的収入では１，７４６万８，０００円の減額、第４条、資本的支出

では１，６５１万５，０００円の減額をしようとするもので、第４条の収入総額が２億

２，０８０万４，０００円、支出総額が４億３，８９２万円となり、差引２億１，８１

１万６，０００円の収入不足につきましては、減債積立金取り崩し３，５９５万１，０

００円及び当年度分損益勘定留保資金１億８，２１６万５，０００円で補填しようとす

るものでございます。 

  以上が、上水道事業会計補正予算（第１号）の主な内容であります。 

  以上をもちまして、一般会計他７特別会計および上水道事業会計の補正の主な内容と

させていただきます。 

  何とぞ、よろしくご審議をいただきご可決賜りますよう、お願いを申し上げます。 

 

日程第日程第日程第日程第５５５５    平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年９９９９月定例会月定例会月定例会月定例会へのへのへのへの提出提出提出提出にににに係係係係るるるる議案第議案第議案第議案第８８８８８８８８号号号号からからからから議案第議案第議案第議案第９７９７９７９７号号号号までまでまでまで    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 次に、日程第５「議案第８８号から議案第９７号までの南丹市

の平成１８年度一般会計、特別会計及び企業会計の決算認定について」を議題といたし

ます。 

        これより、決算特別委員長の報告を求めます。 

  村田決算特別委員長。 
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○○○○決算特別委員長決算特別委員長決算特別委員長決算特別委員長（（（（村田村田村田村田    正夫正夫正夫正夫君君君君）））） 決算特別委員会に付託をされました議案第８８号か

ら議案第９７号まで、平成１８年度南丹市一般会計、特別会計及び企業会計決算認定に

ついて、審査の経過概要と結果を報告いたします。 

        本委員会は、９月定例会において付託を受けた決算議案について、１０月１０日に全

体会を開催しました。市長をはじめ幹部職員の出席を求め、冒頭永口会計管理者から各

会計決算の概要説明を受けたあと、各分科会に審査を付託、１０月１２日と１５日には

総務分科会、１７日と１８日には産業建設分科会、１９日と２２日には厚生分科会を開

催し、それぞれ担当部課長の出席を求め、事務事業の執行状況や財源の確保、さらにそ

の行政効果等について、慎重に審査をいたしました。続いて、１０月３０日に市長をは

じめ副市長、部長の出席を求め全体会を再開し、各分科長より審査報告を受けたのち、

各会派より１、２名の代表による総括質疑を行いました。その質問事項は以下のとおり

です。 

  ①事業実績報告書の記載方法について。②八木町中川氏の固定資産税不課税、八木町

氷所の普通河川が占用されていることへの対応と占用料を徴収していない理由について。

③南丹市の一般廃棄物、家庭ごみ処理の今後の方針と、亀岡市と京都市への処分委託状

況について。④園部町農業公社補助金の補助目的について。⑤園部町、八木町土地改良

区の今後のあり方について。⑥道路橋梁新設改良費の不用額の多い理由について。⑦少

子化対策事業について。⑧国民健康保険収入未済額について。⑨虐待について。⑩財政

の硬直化について。⑪１８年度決算の認識と１９年８月１日の組織機構改革との関係と

効果について。⑫地域振興とセーフティネットについて。⑬丹波広域基幹林道の進捗と

今後の課題について。⑭商品券特別会計のあり方について。⑮八木町農業公社の管理運

営について。 

  これらに対し、市長は丁寧な答弁で対応され、市長就任後の６月議会に提出、承認さ

れた新市建設計画に基づいた肉付け予算で実行してきた点を説明。今後は、新市建設計

画を踏まえ策定された総合振興計画に基づき、事業推進を行っていきたいとの方針とそ

れぞれの項目に対する詳細な答弁がなされたのを了といたしました。 

  平成１８年度は、佐々木市長にとっての初年度であり、合わせて南丹市となって初め

ての通年決算であります。市においては、旧町の継続事業の早い完遂と、合併効果を表

面化させる行政改革への期待との狭間で、また、国においても財政の健全化と三位一体

改革の推進により、地方交付税と補助金の減額に苦しめられ、極めて厳しい財政運営を

余儀なくされるなか、持ち寄った基金を活用し、新市の早い一体感の醸成などを目指す

着実な事務実行が推進されました。平成１８年度一般会計による主な事業は、京都新光

悦村推進事業、地域情報基盤整備事業、自治振興補助事業、山陰本線複線化整備事業、

保育所改修事業、乳幼児医療費助成事業、すこやか手当支給事業、出産祝金事業、放課

後児童健全育成事業、生活保護扶助費、有害鳥獣捕獲支援事業、本町土地区画整理事業、

園部公園拡張事業、消防水利整備事業、殿田小学校改築事業、成人式開催事業等であり、
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一般会計歳入総額２４４億５，０９１円に対し、歳出総額２３４億８，２４７万８，１

４７円で、翌年度繰越事業に充当する財源を差引いた実質収支は６億５，７９１万６，

９４４円となり、黒字決算であり、単年度収支も２億１，７６５万９，６９５円の黒字

となっております。 

  その後、討論に入り、反対・賛成討論ののち、採決に入りました。 

  議案第８８号、平成１８年度南丹市一般会計及び議案第８９号、平成１８年度南丹市

国民健康保険事業特別会計決算は多数をもって認定すべきものと決しました。 

  次に、議案第９０号、平成１８年度南丹市老人保健事業特別会計決算、議案第９１号、

平成１８年度南丹市介護保険事業特別会計決算、議案第９２号、平成１８年度南丹市市

営バス運行事業特別会計決算、議案第９３号、平成１８年度南丹市簡易水道事業特別会

計決算、議案第９４号、平成１８年度南丹市下水道事業特別会計決算、議案第９５号、

平成１８年度南丹市商品券事業特別会計決算、議案第９６号、平成１８年度南丹市土地

取得事業特別会計決算、議案第９７号、平成１８年度南丹市上水道事業会計決算の８会

計は、全員をもって認定すべきものと決しました。 

  以上、一般会計、特別会計及び企業会計決算すべて認定すべきものと決しましたが、

審査過程での指摘事項、意見や要望を今後の市政運営の中で十分反映されるよう望むも

のであります。 

なお、事業報告書の記載方法について、本来事業執行や行政サービスは部や課をチー

ムとして行われるものであるので、その観点からの報告が妥当であるといえます。プラ

ン・ドゥ・チェック・アクションの手法で、行政改革や総合振興計画の実施を図ろうと

するなら、当然検証という反省、再構築という課題の絞り込みが必ず必要であり、その

経過の報告を事業報告書に加えるべきではないでしょうか。検討課題としていただきた

いと思います。 

  あとになりましたが、委員各位には２１日間という長期間、また、限られた厳しい審

査日程の中、連日慎重な審査と円滑な委員会運営にご協力いただき、本委員会の使命が

達成できましたことに、心から感謝し厚くお礼申し上げます。 

  以上、決算特別委員会の報告といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） これより、質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

        これより討論に入ります。 

  通告に基づき、順次発言を許します。 

  ２番、大一三議員。 

○○○○議議議議員員員員（（（（２２２２番番番番    大大大大    一三君一三君一三君一三君）））） 皆さんおはようございます。 

        それでは、平成１８年度南丹市一般会計歳入歳出決算認定につきまして、反対討論を
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行ってまいります。 

  平成１８年度南丹市会計は合併後初めての通年決算でございます。当初予算こそ違え、

佐々木市長によります５回に渡ります補正予算による予算でもって、市行政が執行され

てまいりました。言うまでもなく、決算はその予算を執行した結果、どのように成果を

挙げたのか示すものであります。また、決算審査は法・条例に基づく適正な執行であっ

たのかどうかを提出された資料に基づき、その行政効果を評価していくものでございま

す。そうしたことを通じまして、市の今後の財政運営の一層の健全化と適正化に役立て

る、そういう前向きの意義があると存じます。こうした意義と認識の下に、議案第８８

号、平成１８年度南丹市一般会計歳入歳出決算認定につきまして、討論を行ってまいり

ます。 

  各種財政指標を見ますと、経常収支比率は前年度より２．１ポイント増加いたしまし

て９２．４％でございます。財政の硬直化の指標でございます公債費比率は前年度と同

率の１７．１％、財政の健全度を示します実質公債費比率は前年度より１．２ポイント

増加をして１７．０％と高い水準にあります。ともにこうした数値は高いものを示して

おります。弾力性に乏しく、財政の硬直化が懸念される数値でございます。合併前には、

合併によりまして財政は安定していく、そしてまた、基金は合併の前の基金を１円も取

り崩さないで財政運営ができるということで、そんなことを理由にして合併がなったわ

けでございます。ところが、この基金面では、前年度末に４０億３，９６０万円ござい

ましたものが、これは財政調整基金と減債基金の合計でございます。比較的自由に使え

るというこの基金の合計は、１８年度末４億３３０万円が減少をし、３６億３，６３３

万円となっております。合併前の４町の基金は５２億３，３８８万円でしたから、すで

に１５億９，７５４万円が減少しているという状況でございます。合併して１年３ヵ月

で３割の基金の減少をきたし、その上に今年も、今後も、毎年１０億円以上の減少が見

込まれるといったことが言われております。合併時の財政計画では、合併せず単独なら

ば数年で基金はなくなる、合併して南丹市となれば合併時の基金残高、すなわち貯金の

額はそのまま維持をできて、むしろ増加をするという財政シミュレーションが説明され

てまいりました。今では全く逆の状況でございます。 

  一方、起債残高は特別会計も含みます全体では、年度末６７０億８，５９０万円が、

この決算時、６６６億２，１５５万円と１８年度で２億７，６１５万円も増えた状況で

あります。一般会計だけをとってみますと、前年度末３５０億８，６３６万円が決算時

３４８億９４７万円と、１８年度で２億７，６８９万円減少している状況でございます

けれども、今後もその償還に多額の経費が見込まれるそうした状況でございます。新市

建設計画の財政見通しによりますと、１８年度起債は２９億９，０００万円と計画され

ておりましたものが、この１８年度決算では３３億９，９７０万円、３億円も増えてい

る状況であります。借金、起債に耐える南丹市財政状況でございます。将来への負担が

過度にならないよう、市債発行の抑制が必要でございます。こうしたことから、基金は



 - 16 - 

２２年度には枯渇が予想されるといった状況を作り出し、地方債残高は高止まりの決算

となっております。健全財政運営とは言い難いものでございます。新市建設計画で示さ

れた財政計画を尊重するとともに、今後の財政見通しを住民にきちっと公表して対応し

ていくべきであります。 

  歳出の普通建設事業を主とします投資的経費は４７億８，８４９万円、構成比で２０．

７％を占めております。引き続きの大型公共事業の推進によりまして、借金に依存した

財政運営で財政の硬直化をきたしているといった状況ではないでしょうか。なかでも中

心市街地再開発事業は本町土地区画整理事業として、１８年度には４億７，２００万円

が投入されてまいりました。合併で町政から市政となり、事業も新たな展開が行われる

と、住民の期待もございましたけれども、従来どおり住民の意見を十分に聞くことなく、

行政主導でこの間進められてまいりました。従来どおりの道路拡幅中心の再開発で、本

当に商店街の活性化が実現していくのか、危惧されるところであります。 

  歳出で、特に指摘しておかなれければならないことに、園部町農業公社への１，００

０万円の補助金支出がございます。園部町農業公社へは、合併によって新市に負担をか

けない自立支援を図るためといたしまして、合併直前に１億円の補助金支出がされまし

た。今、その支出が不当だとして住民訴訟が起こされております。この農業公社へ１８

年度におきましても１，０００万円の運営委託料が支出されております。旧町時代と同

じ対応でございます。この件だけでも、１億円支出の経過からいけば大きな問題でござ

います。ところが、その上に農業公社の１８年度の決算書を見ますと、その補助金１，

０００万円が農機具拡充引当金に５００万円、施設保守引当金に５００万円、いずれも

公社でも予定されていない引当金に充てられ、決算をされております。現金で内部にそ

のまま留保されているという状況でございます。支出は、法令、市の要綱にも反する不

当なものであります。南丹市の規則に照らして、返還請求すべきものであります。 

また、第３セクター、公社の１８年度決算報告を見ましても、合併時に支出されまし

た園部町振興公社への２億１，１００万円、女性の館運営費としての５，０００万円は、

１８年度末においても全く使われずにあります。特に住民訴訟として裁判になっており

ます女性の館運営助成金は、南丹市園部国際学園センターが返すと言って表明している

にもかかわりませず、積極的に請求すらしない市政は、市の財政の積極的確保といった

点からも言語道断といえるものであります。 

また、収入面では、奥るり渓の南丹市所有地を、今、るり渓温泉施設の用地として貸

し付けている状況にございます。１８年度も利益を上げている園部町振興公社に対して、

土地貸付料の請求をすべきであります。以前は月５０万円の使用料、年間６００万円の

使用料収入でありました。積極的市収入確保の意味でも、請求すべきであります。 

  また、この１８年度決算に関わって、中川泰宏衆議院議員の固定資産税問題につきま

してでございますけれども、居宅等は昭和６３年に建築をされ、登記は平成１７年１２

月登記されておりますけれども、この１８年度も、なぜ課税がされなかったのか、大い
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に疑問でございます。さかのぼりますと、総額４５０万円課税がされたものだと。そし

てまた、時効ということもあって請求は約９０万円、そのようなことが新聞報道されま

した。元町長とされる方であります。何らかの形で、市は満額請求をし、市収入として

確保すべきだと思うわけでございます。 

  また、収入使用料及び手数料にかかわり、八木町氷所の普通河川中野谷川が幅３ｍ、

延長１００ｍに渡り占用がされております。市の法定外公共物の管理に関する条例によ

りますと、年間使用料は３４７．８㎡占有されているということでありますので、駐車

料とみまして１㎡４５０円をかけまして、約１６万３，０００円が市の収入となるべき

ものでございます。きちっと条例に基づき占用申請、そして占用料の請求をすべきであ

ります。市の財産管理の厳正な管理対応が、特に必要だということを申し上げ、以上、

反対討論といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 続いて、１７番、中井榮樹議員。 

○○○○議議議議員員員員（（（（１７１７１７１７番番番番    中井中井中井中井    榮樹榮樹榮樹榮樹君君君君）））） 改めまして、皆さん、おはようございます。 

        私は議案第８８号、平成１８年度南丹市一般会計歳入歳出決算認定について、賛成の

立場から討論をさせていただきます。 

  今回のこの１８年度の決算は、南丹市となって最初の本格的な決算でございました。

今後の南丹市を占う上においても、たいへん大切なものでございます。それでは今、国

は三位一体改革の名の下に交付税は大きく削減をされ、国庫補助金は見直しが進み、そ

して、不足分を補うべき肝心の税源移譲は全く約束が果たされていないのであります。

これでは地方財政は成り立つはずはないのであります。そんななかで、南丹市もたいへ

ん厳しい状況下の下に虐げられているわけでございます。 

さて、１８年度の南丹市の歳入総額は２４４億５，０９１円であり、歳出総額は２３

４億８，２４７万８，１４７円で、歳入歳出差引が９億１，７５２万６，９４４円とな

っております。そこで大筋、内容を見てみますと、一つ目には１９年度への繰越額２億

５，９６１万円を控除した実質収支は、６億５，７９１万６，９４４円の黒字となって

おります。この黒字は京都府下、京都市を除く２５市町村の中でも上位から３番目とい

う位置づけであります。二つ目には、歳出に対する削減率も１２．９％と、これも府下

では上位から３番目であります。三つ目には、人件費においても昨年度に比べ、３億２，

７８１万９，４６４円の減額となっており、一定の合併効果が伺われるところでござい

ます。四つ目には、府下２５市町村のうち、１５の市町村が赤字を出している実質単年

度収支においても、南丹市は２億１，７６５万９，６９５円の黒字を出しているわけで

ございます。以上の点からも、すべて４点において、大いに評価のできるものであると

思います。 

  一方、財政力指数は０．３２３とたいへん脆弱であり、実質公債費比率も１７％と上

昇をし、経常収支比率も９２．４％と財政構造は弾力性を失いつつ、硬直化が伺われま

すが、このことはすべて、今、南丹市が少子高齢化の現状を踏まえて、将来の若い人た
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ちが住みやすい活気あるまちづくりのため、すなわち働ける場づくりとして企業誘致に、

また環境づくりとして、ＪＲ複線化や道路網、そして、情報通信基盤整備事業等に大型

の投資を行っているものであり、これらの事業もあと数年で一定の目途が立つものであ

ります。今、全国で１，７８８となった市町村のうち３６％、すなわち全国の４割弱の

５０１市町村が、地方債の発行に都道府県の許可が必要となる起債許可団体となってい

るのであります。京都府下におきましても、８市町村が起債許可団体となっているとこ

ろであります。南丹市の現状、大型投資の背景を考慮するにつけ、実質公債費比率１

７％は決して低くはありませんが、よく１７％で留まったと安堵をするとともに、一定

の評価はすべきであると考えるところであります。しかし、１８年度末の市債残高は、

前年度に比べ３億９，３８２万１，４９２円の減額になったとは言え、現在高６６６億

２，１５５万２，７９６円とのことであり、南丹市民３万５，９４８人の一人当たりに

おける負担額は１８万５，３００円と大きな負担となっております。今後は歳出削減に

十分なる努力をされるよう要望を申し上げ、私の賛成討論といたします。 

  どうか議員の皆さま方の深いご理解とご協力をよろしくお願いを申し上げ、私の討論

を終わらせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 続いて、１番、仲絹枝議員。 

○○○○議議議議員員員員（（（（１１１１番番番番    仲仲仲仲    絹枝絹枝絹枝絹枝君君君君）））） 皆さん、おはようございます。 

        私は日本共産党・住民協働市会議員団を代表いたしまして、議案第８９号、平成１８

年度南丹市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、反対の立場で討論を

行います。 

  平成１８年３月議会で提案されました、平成１８年度南丹市国民健康保険事業特別会

計予算は、南丹市国民健康保険税条例の下で資産割をなくし、所得割が２％近く上がり

ました。しかも３月議会で審議することもなく、税率や金額が専決されてまいりました。

資産の少ない、所得の低い住民の方にとっては、負担増になったと考えられます。決算

書の監査意見書によりますと、１７年度との比較では収入未済額１７．０８％増加し、

現年度分の収納率は、９５．０４％から９４．６８％と０．３６％低下しております。

全国的にも近隣自治体でも保険証の取り上げが厳しくなってきているなかで、この南丹

市は滞納者に対しましては短期証の交付で対応しております。会計年度とは少しずれま

すが、短期証の交付状況を見てみますと、１７年６月には２３６世帯、１８年６月には

１４６世帯、そして、この１９年６月では３６３世帯となっております。保険税の滞納

が増えてきている、支払いたくても支払えない状況が生まれてきているのではないでし

ょうか。南丹市の約半数が加入している国民健康保険は、負担可能な税額で、安心して

医療が受けられるような制度でなければならないと思います。いずれは他の市町村と同

じように、資格証明書の交付も検討されていくのではないかと危惧しております。悪質

な滞納者以外の保険証の取り上げだけは、やめていただきたいと思います。 

  平成１８年度決算は、４町が合併して初めての通年決算となるわけですが、今、述べ
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ました状況などを勘案し、専決された条例による税率のアップした予算に基づいた、平

成１８年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定に対し、反対を表明し、議員諸

侯の賢明なご判断をお願いして、討論を終わります。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 続いて、７番、橋本尊文議員。 

○○○○議議議議員員員員（（（（７７７７番番番番    橋本橋本橋本橋本    尊文尊文尊文尊文君君君君）））） 皆さん、おはようございます。 

        議席７番、丹政クラブの橋本尊文でございます。 

  議案第８９号、平成１８年度南丹市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

きまして、賛成の立場で討論をいたします。 

  南丹市国民健康保険は、平成１９年度３月末現在７，４７９世帯、市の世帯数の約５

６％、人口の４０％が加入する南丹市の医療保険の中核をなす事業であり、また福祉の

根幹を支えるものであります。市民の健康保持・増進に大きく寄与いたしております。

平成１８年度南丹市国保特別会計決算は歳入、３４億３，７４０万８，０００円、歳出

は３４億１，１６５万２，０００円で、差引２，５７５万６，０００円の黒字となって

おりまして、翌年度以降の医療費の増加に備えまして１，２８７万５，０００円を基金

に積み立てています。この決算は国保事業の基本理念である市民の福祉の向上に、精力

的に業務遂行してきている結果であると理解をいたしております。国民健康保険は相互

扶助の制度であり、市民の安心・安全を守る必須の制度でありますが、その構造的要因

から高齢者あるいは低所得者が多く、財政基盤が極めて脆弱であるといわれております。

南丹市におきましても高齢化の進行は著しく、また社会経済状況の悪化は顕著であり、

その結果、滞納世帯が加入世帯の１０％になるという国保事業の厳しい現実が露呈をい

たしております。このようななかでも南丹市は、それらの方々に対しまして、資格証明

書を発行するではなくて、短期証の交付によりセーフティネット効果を作り出している

ことは評価ができるものと思われます。市民に負担をしていただく保険料につきまして

も、京都府各自治体格差表によりますと、南丹市における一人当たりの平均保険料は下

位に表示されており、近隣の自治体と比較をしても決して高くない数値であります。そ

の一方で、国保加入者の高齢化は医療費給付の加速度的増加につながり、医療費給付の

適正化・健全化は緊急の課題であります。 

  過日、厚生常任委員会の国保事業先進地視察で、静岡県小山町を訪問をし、研修をい

たしましたなかで、今後の国保事業の方向性を垣間見させていただきました。この町で

も国保会計において給付の増加は否めない事実であり、全国の動向と同様であります。

しかしながら、老人保健給付金が過去５年間で５２．５％の減少、すなわち半減以上を

しているということは特筆すべき成果であろうかと思います。これは徹底した医療費分

析を行い、国保加入者の高齢化が医療給付費増加の最大要因との認識を持った上で、老

人の健康づくりと病気の予防を、集中的に実践をされた結果であります。このことは南

丹市の保険事業のあり方を考えるとき、大いに参考にできるものと考えます。国保財政

の健全化は市民の健康づくり、病気の予防が重要な要素になると思います。当局におい
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ても、情熱と職務意識を強く持ち、選択と集中を行うなか、総合的見地に立ち、国保事

業の積極的活動の展開を期待をいたします。 

  最後に国保税の滞納についても述べさせていただきます。 

審査意見書によると、税の公平性、使用者負担の原則という観点から、法的措置を踏

めた厳格なる対応と一層の綿密な徴収努力を望むというふうに述べられています。市民

のモラルの問題、税に対する意識の欠如の問題は強く指摘する必要があり、適切な措置

を、お願いをするところでもあります。しかしながら、それと同時に社会的弱者に対す

る配慮も大切であります。理解と寛容の精神をもった対応を、希望をするところであり

ます。 

  それでは、国民健康保険事業の益々の進展、また市民福祉の向上に向けての一層の努

力を、期待をさしていただきまして、私の賛成討論といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） ほかに特に討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） ないようでございますので、討論を終結いたします。 

        これより、順次採決いたします。 

  まず、議案第８８号及び議案第８９号の決算認定２件を、一括して起立により採択い

たします。 

  本案に対する委員長の報告は、原案認定であります。 

  本案委員長報告のとおり決することに、賛成者の起立を求めます。 

（起立多数） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 起立多数であります。 

        よって本決算は、委員長報告のとおり認定することに決しました。 

  次に、議案第９０号から議案第９７号までの決算認定８件を一括して起立により採決

いたします。 

  本決算に対する委員長の報告は、原案認定であります。 

  本案委員長報告のとおり決することに、賛成者の起立を求めます。 

（起立全員） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 起立全員であります。 

        よって本決算は、委員長報告のとおり認定することに決しました。 

 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

  次の本会議は、１２月１０日午前１０時より再開して、一般質問を行います。 

  本日は、これにて散会いたします。 

  ご苦労でした。 

午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時１７１７１７１７分散会分散会分散会分散会    

  


